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はじめに

当委員会は，地方分権が進展する中，県議会の政策立案機能等の充実・強

化を図るため平成19年度から設置され，毎年度提言を行ってきたが，平成

2６年度も新たな委員で政策提言案の検討等に取り組んだ。

全議員を対象にした政策提言等に関する意向調査を行った上で，平成2６年

３月２６日に第1回委員会を開催して以来，１０回に及ぶ委員会を開催し，そ

の間，現状や課題等の把握を行い，対応策や提言内容について委員間で論議を

重ねてきた。

その結果，「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮称）」を議員提案で制定すべ

きとの報告を行うとともに，「食と生活習慣病」について提言案を取りまとめ

た。

本報告書は，平成2６年度の当委員会の検討経過及び結果等について，取り

まとめたものである。

鹿児島県議会政策立案推進検討委員会 委 員 長 外 薗 勝 蔵

副委員長 遠 嶋 春 日 児

委 員 大 久 保 博 文

委 員 柚 木 茂 樹

委 員 井 上 章 三

委 員 柳 誠 子

委 員 久 伸 一 郎

委 員 酒 匂 卓 郎

委 員 まつざき 真琴

委 員 永 井 章 義

委 員 持 冨 八 郞

委 員 吉 永 守 夫

委 員 大 園 清 信



目 次

１ 委員会の活動経過 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

（１）委員会の行う検討・調査事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

（２）議員への意向調査の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

（３）検討項目の決定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

（４）委員会の開催状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

（５）検討結果の概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３

２ 提言等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３

（１）「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮称）の制定について」（政策

条例の対象項目）

（２）「食と生活習慣病について」（政策提言）



１ 委員会の活動経過

（１）委員会の行う検討・調査事項

① 議員による政策条例の対象とすべき事項

② 議会が知事等に対して行う政策提言案

（２）議員への意向調査の実施

平成2６年２月，全議員を対象にした政策提言及び政策条例に関する意

向調査を実施したところ，県政全般にわたる５４件の提案がなされた。

提案項目件数・・・・・・・ ５４件（１４件）

・ 政策提言・・・・・・ １２件（ ９件）

・ 政策条例・・・・・・ ４２件（ ５件）

※ （ ）は重複を除いた件数

（３）検討項目の決定

意向調査の結果等も踏まえ，当委員会の検討項目を次のとおり決定した。

① 歯と口腔の健康づくり推進条例（仮称）

② 食と生活習慣病
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（４）委員会の開催状況

平成２６年３月２６日に第１回委員会を開催して以後，委員会を１０回

開催した。委員会では，検討項目ごとに担当委員が課題等の説明を行うほ

か，県当局（保健福祉部，農政部及び教育委員会）からの現状等の聴取も

実施して，委員間で議論を行った。

なお，関係の常任委員会委員長にもオブザーバーとして出席を求めた。

平成２６年度政策立案推進検討委員会の開催等状況

月 日 会議名等 協 議 内 容 等

H2６.２.２５ 意向調査の実施 ・全議員を対象とする意向調査

H2６.３.２６ 第1回委員会 ・正副委員長の選出

・検討の進め方等について

H2６.４.１６ 第2回委員会 ・検討項目について

H2６.４.２５ 第3回委員会 ・検討項目について

H2６. ５. ９ 第4回委員会 ・「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮

称）」について（保健福祉部,教育委員会

から現状等の聴取）

H2６.５.３０ 第5回委員会 ・「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮

称）」について

・「食と生活習慣病」について（保健福

祉部，農政部，教育委員会から現状等の

聴取）

H2６.６.１３ 第6回委員会 ・「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮

称）」について

・「食と生活習慣病」について

H2６.６.２０ 議長への報告 ・「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮

称）の制定について」

H2６.７.２３ 第7回委員会 ・「食と生活習慣病」について

H2６.８.２０ 第8回委員会 ・「食と生活習慣病」について

H2６. ９. ８ 第9回委員会 ・「食と生活習慣病」について

H2６.９.１２ 議長への報告 ・「食と生活習慣病について」

H2６.１０.３ 議長から知事へ ・「食と生活習慣病について」

の提言(副議長,

正副委員長同席)

H2７. ３. ２ 第10回委員会 ・「政策提言等に関する報告」について
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（５）検討結果の概要

「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮称）」について議員提案による

政策条例の制定に取り組むべきとし，「食と生活習慣病」について知事

に提言すべきとした。

２ 提言等

（１）「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮称）の制定について」（政策条例の

対象項目）

※ 平成２６年６月２０日に議長へ報告

別紙１のとおり

（参考）平成２６年１１月２７日に「かごしま歯と口腔の健康づくり

県民条例」制定

（２）「食と生活習慣病について」（政策提言）

※ 平成２６年９月１２日に議長へ報告

別紙２のとおり
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歯と口腔の健康づくり推進条例（仮称）の制定について

１ 条例制定の背景と必要性

近年，少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で，健康上の問題で日常生

活を制限されることなく生活できる期間である健康寿命を延伸し，生活の

質を向上させることが求められている。

歯と口腔の健康は，食物を咀嚼するだけでなく，生涯にわたって食べる

喜びや話す楽しみ等を享受し，また，生活習慣病の予防等，全身の健康を

保持・増進する上で，重要な役割を果たしている。

このため，平成23年８月に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制

定され，国民が，生涯にわたって歯科疾患の予防に向けた取組を行い，歯

科疾患の早期発見，早期治療を促進することや，乳幼児期から高齢期まで

のそれぞれの時期における口腔とその機能の状態等に応じて，適切かつ効

果的に歯科口腔保健を推進することなどの基本理念の下，国及び地方公共

団体において，歯科口腔保健に関する施策を総合的に推進することとされ

た。

さらに，平成24年７月に公表された「歯科口腔保健の推進に関する基

本的事項」においては，歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に関す

る国及び地方公共団体の施策等を総合的に推進するための基本的な事項が

示された。

本県においては，これまで，県民の健康づくりを推進するための総合的

な計画である「健康かごしま21」において，「歯の健康」について，80

歳まで自分の歯を20本以上保つことを目標とする「8020運動」の推進

に努めることとし，県民の生涯を通じた歯の健康づくりに取り組んできた

ところであり，さらに，平成２５年３月に本県の状況に応じた歯科口腔保

健に関する施策を総合的に推進するため，「口腔の健康の保持・増進に関

する健康格差の縮小」を全体目標として掲げた「鹿児島県歯科口腔保健計

画」を策定している。

本県における歯科口腔保健をさらに推進するためには，ライフサイクル

や生活環境等に応じ，県民の主体的な取組に加え，県，市町村，歯科医師

会，保健医療関係者，教育関係者など多職種が，より一層連携することが

重要であると考えられる。

このため，県，市町村，県民などの責務や役割，基本的施策，施策の総

合的かつ計画的な推進などを定めた「歯と口腔の健康づくり推進条例（仮
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称）」を制定することが必要である。

２ 条例に規定すべき事項

（１） 歯科疾患の予防・口腔機能の維持向上

（２） 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する

歯科口腔保健の推進

（３） 離島・へき地地域の歯科医療・歯科保健の推進

（４） 医科歯科連携・多職種連携の推進

（５） 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 等

３ 条例の構成（案）

（１） 目的，基本理念

（２） 県の責務

（３） 市町村の役割

（４） 歯科医師，保健医療関係者，教育関係者等の役割

（５） 県民の役割

（６） 基本的施策の推進

（７） 基本計画

（８） 財政上の措置 等
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参 考

１ 歯科疾患の現状等（概況）

（１）ライフステージごとの状況

① 乳幼児期 １歳６か月児，３歳児のむし歯のない者の割合は，増加

傾向にあり改善しているものの，それぞれ全国ワースト２

位，ワースト１３位である。（平成２３年度）

② 学 齢 期 ６歳から１２歳のむし歯のない者の割合は，全国に比べ

て低い状況にある。１２歳児でむし歯のない者は，４４.7

％となっており，全国（５４.６％）に比べて１０ポイン

トの差がある。（平成２３年度）

③ 成 人 期 ４０歳代，5０歳代，6０歳代と年齢が上がるに伴い歯

周病の患者が増加している。

④ 高 齢 期 何でもよく噛んで食べることのできる者の割合は，６０

歳代で減少し，２０歯以上の歯を有する者の割合は７５～

８４歳で26.7％となっており，全国に比べて低い。（平成

２３年度）

（２）障がい者（児）・要介護者の状況

障がい者（児）においては，咀嚼機能の発達の遅れ等の口腔機能の問

題を抱えている場合が多くみられ，障がいの程度により，歯や口腔の疾

患が発症，重症化しやすい傾向にある。

平成２３年度の県民の健康状況実態調査（以下「健康状況実態調査」

という。）によると，「訪問歯科診療」について知っている県民の割合

は２９.０％である。

また，平成２３年度要介護高齢者の口腔ケアに関する調査結果による

と，入所者や家族が口腔ケアの必要性の理解度について「理解している

と思う」とした介護施設の割合は５３.８％である。

（３）県内における地域間格差の状況

県内には，離島を中心に無歯科医地区が１３市町村４１ヶ所ある。ま

た，歯科保健指標については，地域間で格差があり，保健医療圏域でみ

ると，３歳児のむし歯のない者の割合は，鹿児島圏域が７５.２％，奄

美圏域が５９.９％となっている。

（４）歯周病と全身疾患の関連についての認知度

健康状況実態調査によると，歯周病と全身疾患との関連の認知度につ

いて，「心筋梗塞などの心臓の病気と関連がある」と回答した人は

２３.７％，「糖尿病と関連」２２.６％，「肺炎と関連」１０.５％，「分

からない」４７.９％と，県民の認知度は，依然として低い。
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２ 統計資料

（１）ライフステージごとの状況

① 乳幼児期

（鹿児島県の母子保健）

（鹿児島県の母子保健）

都道府県別むし歯有病者率ワースト１０（政令市・特別区含む）

【１歳６か月児】 【３歳児】

（県健康増進課調べ）

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

鹿児島県 92.7 92.8 93.3 94.0 94.1 94.5 94.6 95.4 95.9 95.9 95.7 96.5

全国 95.9 96.0 96.3 96.6 96.8 96.9 97.0 97.4 97.4 97.5 97.7 97.8 

80 

85 

90 

95 

100 

（％） 1歳6か月児でのむし歯のない者の割合

鹿児島県

全国

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

鹿児島県 52.3 55.6 56.8 58.1 59.6 62.5 65.3 66.2 67.8 70.1 70.6 72.7

全国 64.8 66.4 67.5 68.7 70.2 72.0 73.3 74.1 75.4 77.0 78.5 79.60 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

（％）
3歳児でむし歯のない者の割合

鹿児島県

全国

ワース
ト順位

H19 H20 H21 H22 H23
ワース
ト順位

H19 H20 H21 H22 H23

1 秋田 熊本 熊本 鹿児島 青森 1 沖縄 福島 沖縄 青森 青森

2 島根 秋田 鹿児島 沖縄 鹿児島 2 福島 沖縄 佐賀 沖縄 沖縄

3 鹿児島 鹿児島 福岡 大分 熊本 3 青森 青森 青森 佐賀 福島

4 長崎 青森 秋田 熊本 沖縄 4 大分 秋田 福島 長崎 佐賀

5 宮城 福島 沖縄 青森 秋田 5 秋田 長崎 秋田 大分 大分

6 熊本 福岡 大分 北海道 福岡 6 佐賀 大分 大分 宮崎 長崎

7 福島 沖縄 福島 福岡 大分 7 長崎 佐賀 宮崎 秋田 秋田

8 沖縄 北海道 長崎 長崎 北海道 8 宮城 宮城 長崎 山形 山形

9 青森 大分 北海道 宮崎 長崎 9 山形 宮崎 山形 鹿児島 宮崎

10 宮崎 長崎 青森 山梨 福島 10 宮崎 山形 宮城 徳島 宮城
鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島 鹿児島
（12位） （12位） （14位） (9位） （13位）
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② 学齢期

（学校保健統計調査）

③ 成人期

④ 高齢期

12歳児のむし歯のない者の割合

29.0

37.0 39.7 40.2
45.0 46.8

50.3 52.5 54.6

44.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

％ 県 国

＊進行した歯周炎（４mm以上の歯周ポケットあり）

87.5 

93.4 

82.2 80.4 

75.5 

89.2 89.2 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

90.0 

100.0 

20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～

％

歳

咀嚼良好者（なんでも噛んで食べることができる）の割合

25.0 23.3 

47.1 

58.1 
64.9 

69.4 

60.0 

13.7 22.1 
28.0 

41.6 

51.6 
55.4 

62.6 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

20～29 歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～

％ 進行した歯周炎のある者の割合 県 国

(県：平成23年度県民の健康状況実態調査）

(県：平成23年度県民の健康状況実態調査）

(国：平成23年歯科疾患実態調査）
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（２）障がい者（児）・要介護者の状況

（平成23年度県民の健康状況実態調査）

(県：平成23年度県民の健康状況実態調査）
(国：平成23年歯科疾患実態調査）

「訪問歯科診療」があることを知っているか

49.6％

21.3％

29.0％

知っている

聞いたことはあるが

内容は知らない

知らない

(県：健康増進課調べ

（平成23年度要介護高齢者の口腔ケアに関する調査結果))

53.8

40.5

5.6

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

理解していると思う あまり理解していないと思う わからない・その他

％ 入所者や家族が口腔ケアの必要性について理解しているか

100.0 100.0 
90.5 

61.1 
53.6 
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（３）県内における地域間格差の状況

（鹿児島県の母子保健）

（４）歯周病と全身疾患の関連についての認知度

（平成23年度県民の健康状況実態調査）

鹿児島 南薩 川薩 出水 姶良･伊佐 曽於 肝属 熊毛 奄美 県 国

H20 73.0 67.1 63.9 56.8 69.1 66.6 61.1 57.3 61.2 67.8 75.4

H21 74.6 72.3 67.0 61.4 68.9 68.0 66.9 59.5 63.4 70.2 77.1

H22 75.2 65.9 70.2 61.0 73.8 68.8 65.8 63.3 59.9 70.6 78.5
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食と生活習慣病について

１ 提言の背景

（１） 最近の状況

生活習慣病とは，日本人の主な死因であるがん，心疾患，脳卒中のほか，

高血圧，糖尿病など，食事や運動，喫煙，飲酒，ストレスなどの生活習慣

がその発症・進行に深く関与して発症する疾患の総称であり，今や健康長

寿の最大の阻害要因となるだけでなく，国民医療費にも大きな影響を与え

ることから，国においては，生活習慣病の一次予防・重症化予防に重点を

置いた「健康日本２１（第二次）」を策定し，施策を実施している。

生活習慣病のうち心疾患，脳卒中に代表される循環器疾患は，がんと並

ぶ，わが国及び本県の主要死因であり，平成２４年の本県における循環器

疾患による死亡率は，がんによる死亡率を上回っている。

循環器疾患予防は，高血圧，脂質異常症，糖尿病，メタボリックシンド

ロームなどの危険因子の管理が基本となるが，特に高血圧は，あらゆる循

環器疾患の危険因子であり，他の危険因子に比べ，循環器疾患の発症や死

亡に与える影響が大きく，この改善を図ることが重要である。

本県は，高血圧の受療率が全国でも高い状況にあり，平成２３年度の県

民の健康状況実態調査の結果から，食塩の過剰摂取，野菜不足及び運動不

足などの課題が見られる。なお，若い世代においては，脂質の過剰摂取，

カルシウムや鉄の不足などの傾向も見られる。

生活習慣病の増加要因としては，近年，食生活の偏りや運動不足，睡眠

不足など生活習慣の乱れによる不規則な生活を送る人々が増加しているこ

とが挙げられており，バランスよく栄養をとることや規則正しい生活を送

ることが大事である。

生活習慣病予防のためには，食生活，運動，休養，喫煙などの健康に関

する生活習慣の改善が重要であるが，「適正体重を認識し，体重コントロ

ールを実践する人」は増えているものの，「食生活に問題があると思う人

のうち，食生活の改善意欲がある人」は減少している。

食生活は，人間にとって，生命の維持や健やかな成長，健康で幸福な生

活を送るために欠くことのできないものであり，生活習慣病の予防にとど

まらず，生活の質の向上や社会機能の維持・向上の視点からも，一人ひと
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りが正しい食生活を実践できるよう，意識の普及啓発や情報提供等を行う

とともに，産業界等と連携した食環境の改善に取り組むことが必要である。

しかし，平成２３年度県民の健康状況実態調査によれば，「朝食をほと

んど食べない」と回答した者は，男性１５．０％，女性８．４％であり，

男性の欠食の割合が高く，特に２０～３０歳代男性が約２５％とその割合

が高くなっている。

また，１０年前に比べて男女とも５０～７０歳代で朝食欠食者の割合が

増えている。

さらに，平成２４年度学校における保健に関する実態調査によると，本

県では，「朝食を毎日食べる」と回答した児童生徒の割合が，小学校９３．

２％，中学校９０．１％，高等学校８４．１％となっており，校種が上が

るにつれ減少傾向にある。

一方，肥満傾向（肥満度２０％以上）の児童生徒の割合は，小学校７．

６％，中学校６．９％，高等学校１１．４％と，高等学校における肥満傾

向が強まっている。

このようなことから，児童生徒にとどまらず県民全体に，食に関する正

しい知識と望ましい食生活や食に関する自己管理能力を身につけるための

「食育」を推進することが必要である。

このような中，本県においては，これまで，県民の健康づくりを推進す

るための総合的な計画である「健康かごしま21」を基に，栄養・食生活

等に関する生活習慣の改善についても様々な施策を行っているが，県民の

健康づくりの更なる推進のためには，県民の主体的な取組に加え，県，市

町村，保健医療関係者，教育関係者はもとより産業界なども含め，より一

層連携することが重要であると考えられる。

（２） 今後の方向性

食に係る生活習慣病予防に当たっては，食生活，飲酒，歯・口腔の

健康など多岐にわたる対策が必要であるが，県議会においては，「歯

と口腔の健康づくり推進条例案作成委員会」を設置し，条例制定に向

けた取組を行っていることなどから，全ての県民の日常生活に密着し

た食生活について検討したところである。

その結果，県民への意識啓発，生活習慣病を予防・改善するための

食育の推進及び健康増進につながる食環境の整備に関し，次の取組を

行う必要があるとの結論を得た。
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① 県民への意識啓発

・ 健康で豊かな食生活の重要性について県民の理解促進と意識を

高めるため，食と栄養等に関する情報・知識についての普及・啓

発

・ 食と栄養等に関する，未成年層，青壮年層，高齢層等の各ライ

フステージに応じた幅広い年代層への情報発信

② 生活習慣病を予防・改善するための食育の推進

・ 食に関する正しい知識と望ましい食生活を身につけさせ，食に

関する自己管理能力を育てる「食育」の推進

・ 県や市町村における相談・指導体制の充実強化と学校での食育

で重要な役割を担う栄養教諭を中心とした学校全体の体系的・継

続的な取組などの充実を図るため，学校や地域における食生活改

善推進員をはじめとする食に関するボランティア等の人材の活用

③ 健康増進につながる食環境の整備

・ 健康に配慮したメニューやサービスを提供する飲食店である

「かごしま食の健康応援店」の更なる拡大，登録店舗のレベルア

ップや県民への情報の提供

・ 学校給食において安心・安全な県産食材の活用促進等を図るた

めの食材の調達等についての情報提供などの支援

・ 企業・団体等における活習慣病の予防・改善に向けた取組への

健康増進につながる情報提供等の支援

以上の観点から，次のとおり提言する。
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２ 提言

（１） 県民への意識啓発について

① 健康で豊かな食生活の重要性について県民の理解促進と意識を高

めるため，「かごしま版食事バランスガイド」などの食と栄養に関

する情報・知識について，より一層の普及・啓発を図ること。

② 食と栄養等に関する県民への情報提供にあたっては，県の公式キ

ャラクターである「ぐりぶー」や「さくら」等を活用するなど，幅

広い年代層への情報発信を強化すること。

（２） 生活習慣病を予防・改善するための食育の推進について

① 生活習慣病を予防・改善するための食育の推進にあたっては，県

の行政栄養士や保健師，又は有識者によるセミナー等の出前講座の

機会を増やすなど，相談・指導体制の充実強化を図ること。

② 市町村においても相談・指導体制の充実強化が図られるよう，市

町村の取組に対する専門的な支援，人材育成への支援等を行うとと

もに，必要な環境整備を図ること。

③ 学校や地域におけるボランティア等の人材を活用した食育の推進

にあたっては，栄養士等の資格を有する人材の掘り起こしや活動環

境の整備に努めること。

（３） 健康増進につながる食環境の整備について

① 健康づくりをサポートするために，「かごしま食の健康応援店」

の拡大及び利用促進のためのPRを強化し，登録店舗のレベルアッ

プを図るために連携強化を図ること。

② 学校給食における安心・安全な県産食材のより一層の活用促進を

図るため，食材の調達等について学校等と生産者の連携が図られる

よう，先進事例等の情報提供などの支援を行うこと。

③ 企業・団体等における生活習慣病の予防・改善を目的とした職場

研修や，社員食堂などでのメニューのカロリー・栄養表示など，健

康増進につながる情報提供等の支援に努め，産業界との連携による

食環境の整備を図ること。
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参 考

１ 死因における悪性新生物，心疾患，脳血管疾患の割合

（人口動態統計）

２ 本県・全国の主な死因（平成２４年）

28.5

26.3

15.6

15.0

9.9

11.7

46.0

47.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 国（平23）

県（平23）

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 その他

52.9%

54.0%

 死亡者数
死亡率人
口10万対

死亡者総
数中割合

死亡者数
死亡率人
口10万対

死亡者総数
中割合

悪性新生物 1 360,963 286.6 28.73% 5,520 327.8 25.94%

心疾患 2 198,836 157.9 15.83% 3,262 193.7 15.33%

肺　　　炎 3 123,925 98.4 9.86% 2,471 146.7 11.61%

脳血管疾患 4 121,602 96.5 9.68% 2,398 142.4 11.27%

そ　の　他
‐

451,033 358.1 35.90% 7,630 453.1 35.85%

全  死  因
‐

1,256,359 997.5 100.00% 21,281 1263.7 100.00%
日本人人口： 県 1,684,000人　全国 125,957,000人(『平成24年10月1日現在推計人口』)

資料：平成２４年人口推計　　　　　　作成：県健康増進課
※鹿児島県の死亡順位を基準とする。

鹿　児　島　県

死　　因

全　　　国

順
位
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３ 本県における適切な量と質の食事をとる者の現状・目標値（食塩・野菜）

指 標 対 象 現状値 目標値 現状値の出典
(H23年度) (H34年度)

１日当たりの食塩 県民の健康状
の平均摂取量 成人 10.3ｇ 8ｇ未満 況実態調査

１日当たりの野菜
の平均摂取量 成人 297ｇ 350ｇ以上 〃

（健康かごしま21（資料編））

４ 適正な栄養素（食物）を摂取するための行動変容について（知識・態度・行動レベル）

指 標 対 象 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ値 中間実績値 目標値 調査結果
(H12年度) (H17年度) (H22年度) (H23年度)

自分の適正体重を認識し，体重コ 成人男性 60.6% 61.0% 90%以上 91.6%
ントロールを実践する人の割合

成人女性 66.6% 68.7% 90%以上 92.2%

自分の食生活に問題があると思う 成人男性 77.9% 68.9% 90%以上 54.3%
人のうち，食生活の改善意欲のあ
る人の割合

成人女性 82.3% 79.8% 95%以上 78.9%

（健康かごしま21（資料編））

５ 朝食をほとんど食べない者の割合

区 分 割 合
男 性 15.0％
女 性 8.4％

（平成23年度県民の健康状況実態調査）

６ 朝食をほとんど食べない者の割合の推移（男女別）

（平成12年度は県民の栄養調査，平成23年度は県民の健康状況実態調査）
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７ 本県の児童生徒の朝食の摂取状況及び肥満の実態

８ 「かごしま食の健康応援店」について

「かごしま食の健康応援店」は，県民の方々に，健康に配慮した商品や食に関する健康情

報を提供し，県民の健康づくりを応援する取組に登録された飲食店や弁当惣菜店等です。

【登録店のステッカー】

人数 割合 人数 割合 人数 割合

小学５年生 14,640 93.2% 981 6.2% 95 0.6%

中学２年生 13,551 90.1% 1,225 8.1% 272 1.8%

高校２年生 9,188 84.1% 1,393 12.8% 348 3.2%

（平成24年度学校における保健に関する実態調査）

　　※　肥満度とは，身長と体重から計算される数値

人数 割合

小学５年生 1,194 7.6%

中学２年生 1,050 6.9%

高校２年生 1,296 11.4%

（平成24年度学校における保健に関する実態調査）

食べない

  (2)　肥満傾向

学年
肥満度20%以上の児童生徒

  (1)　朝食の摂取状況

学年
毎日食べる 時々食べる
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